
令和８年度ふくしま地域資源活用・地域連携サポートセンター事業 

「元気なふくしまの農山漁村 経営発展プラン」策定支援事業 
地域プランナー 公募要領 

 

１ 制度の概要 

ふくしま地域資源活用・地域連携サポートセンター（以下「センター」とい

う。）では、地域資源の活用や地域の多様な事業者との連携による価値創出に取り

組む事業体の「元気なふくしまの農山漁村 経営発展プラン」（以下「経営発展プ

ラン」という。）策定を支援するため、地域プランナー（以下「プランナー」とい

う。）を以下により募集する。 

 

２ プランナーの業務内容及び応募条件 

（１）業務内容 

   プランナーは、地域支援検証委員会（以下「委員会」という。）が選定した支

援対象者の経営発展プラン策定に重点を置いた取組を推進するため、センター

の依頼に基づき、以下の業務を行うものとする。 

ア 経営発展プランの策定支援 

イ 経営発展プラン策定に基づく、課題解決等に対する支援 

ウ その他、経営発展プラン策定に関し、必要と思われる助言、支援等 

なお、プランナーは支援の都度、別紙「支援報告書」を作成し提出するとと

もに、２月末を目途に別紙「支援シート」を提出し、支援対象者が策定した経

営発展プランを併せて提出するものとする。 

（２）応募要件 

ア 学識要件（（ア）又は（イ）を満たしていること。） 

(ア) 以下すべての分野について一定の知見を有しつつ、そのうち⑥の分野に

ついて高度な専門的知見を有していること。 

①県域内の農林水産物の生産実態 

②農林水産物の加工 

③農林水産物（加工品）の流通 

④農林水産物（加工品）のマーケティング 

⑤農政、食品安全等に関する法令、制度 

⑥経営管理、経営分析 

(イ) (ア)の⑥の分野について、一定の知見を有しつつ、輸出、ＩＴ、観光、

異業種連携、農業観光、農福連携、衛生管理・HACCP等のいずれかの分野につ

いて、高度な専門的知見を有していること。 

イ 経験要件（アの(イ)の場合は除く。） 

６次産業化等に関する案件について、コーディネート業務に携わったことが

あること、又は、６次産業化等に取り組んだことがある農林漁業経営者であっ

て、いずれも一定の成果を上げていること。 

ウ コミュニケーション能力要件 



以下の要件をすべて満たしていること。 

(ア) ６次産業化等に関係する各分野の人材に精通していること。 

(イ) ６次産業化等に関する支援措置や事業計画の作成に関し、事業者に対して

丁寧に相談に応じ、的確な助言をする能力を有していること。 

（３）委嘱条件 

ア 謝金及び旅費 

プランナーの派遣に当たり謝金を支給するものとし、その金額は、１回当たり

の日額を５５，０００円（消費税を含む。）とする。 

なお、謝金が発生する時間は、支援日における支援先との面談に限るものとし、

支援日以外の面談、支援先への往復時間や食事・休憩時間、その他プランナーの

自宅・事務所にて行った支援に付随する業務の時間等は含まないものとする。 

プランナーを派遣した場合、福島県の規定に準じて旅費を支給する。謝金、旅

費に関する詳細は、「地域プランナー派遣要綱」のとおりとする。 

イ 秘密の保持 

プランナー活動を通じて知り得た個人情報の複製、漏えいを防止するため、

秘密保 持誓約書を提出すること。 

ウ 活動期間 

重点支援対象者決定後～支援開始年度２月末まで 

 

３ プランナーの選定 

（１）事務局において、書類審査及び面接を経てプランナー候補者を選出する。 

（２）委員会において、事務局選出のプランナー候補者について適否を判断し、プラ

ンナーとして選定する。 

 

４ 応募方法 

応募は自薦とし、５の提出書類をサポートセンター事務局まで電子データで提出

すること。 

 

５ 提出書類 

  地域プランナー登録申請書 

 

６ 募集期間 

  令和８年５月１５日（金）～５月２９日（金） 

 

７ 注意事項  

（１）申請書類は、様式に基づき作成すること。 

（２）申請書類の作成に要する費用は、申請者の負担とする。 

  



８ 問合せ先及び書類提出先（事務局） 

  ふくしま地域資源活用・地域連携サポートセンター 

（ふくしま地域産業６次化サポートセンター） 

  〒９６０－８０４２ 

福島市荒町４−７ 福島県再生可能エネルギー合同ビル２Ｆ 

  （株式会社ライフロール内） 

  ＴＥＬ：０２４－５６３－６２３０  ＦＡＸ：０２４－５７２－４９１１  

  e-mail：info@fukushima-message.com 

 


